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　国税犯則調査とは、国税についての犯則が
疑われる場合に国税職員が実施する調査のこ
と。国税局査察部が所得税や法人税の脱税等
に対して行う査察調査などが該当する。
　この国税犯則調査だが、昨今では、経済社
会 の ICT（Information and Communication 
Technology）化の進展により、電磁的記録
に関する証拠収集に問題が生じている。例え
ば、電子メールがパソコン内ではなく、外部
のプロバイダ等のサーバにのみ残っているよ
うなケースだ（図参照）。この場合、パソコ
ンの差押えは可能だが、サーバ上の電子メー
ルは差押えの対象外となっているからだ。新
たに裁判官から許可状を取得して、プロバイ
ダのサーバを差押えすることも考えられる
が、その間に証拠が隠滅されることになれ
ば、犯意の立証が困難になってしまう。ま
た、脱税の証拠となる電子ファイルがクラウ

ド上に保管されているケースも同様だ。こち
らもパソコンの差押えは可能だが、サーバ上
の電子ファイル等のデータは差押えの対象外
となっている。
プロバイダに通信履歴消去の中止を要請　　
　このため、サーバなどに記録された電子
メール等の電磁的記録を、CD-R等の他の記
録媒体に複写、印刷した上、差し押さえるこ
とができるようにするなどの見直しを行う。
また、外部のプロバイダ等の通信事業者等に
対しては、通信履歴の電磁的記録について、
30日（特に必要があって延長する場合は60
日）を超えない期間を定めて消去しないよう
求めるなどできるようにする方向だ。
　平成23年に刑事訴訟法において措置され
た電磁的記録の証拠収集手続と同様の整備が
行われることになる。

　平成29年度税制改正では、国税犯則調査手続が見直されることになりそうだ。政府税制
調査会は11月14日、「国税犯則調査手続の見直しについて」と題する報告書をとりまとめ、
公表した（今号26頁参照）。今回の見直しは、ICT化対応のため平成23年に刑事訴訟法にお
いて措置された電磁的記録の証拠収集手続を国税犯則調査手続にも導入しようとするもの。
例えば、外部のプロバイダ等のサーバに保管されている電子メールを強制的に差し押さえる
手続等を整備する。また、夜間での強制調査の執行なども容認する方向だ。

クラウドに保管されている電子ファイルの差押えが可能

夜間の強制執行が可能に
　関税の犯則調査にならった見直しも行われ る。国税犯則調査の主な対象である国税のほ

税制改正で国税犯則調査手続を見直しへ

外部サーバの電子メールの
強制差し押さえを可能に
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脱犯の構成要件は、偽りその他不正の行為に
より、税を免れるという点で関税のほ脱犯の
構成要件と共通しているからだ。
　例えば、国税犯則調査では、日没から日の
出まで（夜間）の間は強制調査の手続を実施
することができない。強制調査に着手した際
に未把握の事務所などを把握し、当日中に捜
索を実施するため裁判官から新たに許可状を
受けても、執行が日没に間に合わなければ翌
日の日の出まで待機しなければならず、その
間に証拠隠滅を図られてしまうといった事態
も想定される。
　このため、今回の見直しでは、関税の犯則
調査と同様、夜間においても強制調査の開始
を認める方向となっている。

　また、犯則嫌疑者が置き去った物件を含
め、遺留物を検査・領置の対象に含める。現
行制度では、例えば、①犯則嫌疑者等が捜索中
に許可状の効力の及ばない公道などの場所に
物件を投げ捨てた場合や、②国税局内で任意
で調査を行っている最中に物件を置いたまま
立ち去った場合については、検査・領置する
ことができないとされ、適時・的確な証拠収
集が困難であると指摘されていたものである。
　そのほか、犯則事件を調査するため必要が
あると認めるときは、事前に国税庁長官等か
らの管轄区域外職務行命令を受けなくとも、
所属する国税局の管轄区域外での職務執行を
可能とするなどの見直しを行うとしている。

外部サーバの電子メールの
強制差し押さえを可能に
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Ｂ社はＡ社を
株式交換により
完全子会社化

（簿価500、時価700）

負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

【図2】課税当局が主張した算定方法（裁判所支持）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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  固定資産譲渡益 400
譲渡損益調整勘定繰入額 400 譲渡損益調整勘定 400

「1株当たりの利益金額」に加算する必要なし

譲渡損益調整勘定 400 譲渡損益調整勘定戻入額 400

B社

C社

A社
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（非経常的な利益に該当）

日本

妻
被 告

子子

⑤R社から納税者への配当
と判断。納税者が無申告
であったため、更正処分。

③不動産の譲渡による譲渡
益課税として、約29万
ユーロを申告納付。

（出典：政府税制調査会）

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【図】所得拡大促進税制の概要

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】犯則嫌疑者による脱税の指示を示す電子メールがプロバイダ等のサーバに保管されている事例

【図】事案の概要および裁判所の判断内容

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図】中小事業者が固定資産税の軽減措置を受ける場合

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

■太線は、更正の請求ができる年分
■網掛は、増額更正ができる年分
■白抜は、増額更正ができない年分
■点線は、更正の申出ができる年分

R社※ J社

①フランス国内の
不動産等を譲渡

②売却代金
　（約120万ユーロ）

※　R社は、パナマ国の法律に基づき設立された法人であり、納税者が唯一の株主である。R社の代表者には、納税者の長女が就任している。
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【図1】納税者が主張した算定方法
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納税者（原告）が個人で
所有する事業用土地を
売却。買換特例の適用
を顧問税理士（被告）に
依頼。

納税者（原告）は、新たな顧
問税理士の指導のもと、修
正申告書を提出。過少申告
加算税63万円、延滞税27
万円が発生。

納税者（原告）は、取得
期限までに買換資産を
取得せず。

→修正申告が必要に

顧問税理士
（被告）が修
正申告書の
提出を失念。

公益法人

A社株

B社株
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（相続人）

税務署

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

相続人（原告）

　国税通則法23条2項1号は、「その申告(中略)に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実」
について、申告者その他の関係者がこれと異なる事実である旨を確認したり、合意をしてその内容がその申告
に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実をもたらすことになったりした場合に、
それだけでは更正の請求をすることはできないが、判決等によりその申告に係る課税標準等または税額等の計
算の基礎となった事実と異なる事実が確定され、判決等に基づく法律関係が構築され、経済、社会生活上も
当該法律関係を前提とすることになる場合には、同項に基づく更正の請求をすることができる旨を定めている。
　同号の文言および趣旨に鑑みれば、「判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確
定したとき」とは、その申告に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とす
る法律関係が判決の主文で確定されたときまたはこれと同視できるような場合をいうものと解するのが相当である。
（下線・編集部）

東京高裁が示した法令解釈（「判決」該当性の判断基準）

国が設定した貸付料は適正
額を大幅に上回るもの。適正額と
の差額の返還を求める訴訟を提起。

❺

❶

貸付金の振替は貸付金の免除
に該当。債務免除は、医療法人
から理事長への「賞与」と認定。
源泉所得税の賦課決定処分等。

顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

地方税法701条の30（事業所税）
　指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものと
する。
地方税法701条の32（事業所税の納税義務者等）
　事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、
当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
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【図2】納税者（原告会社）が修正申告するまでの主な経緯

取得期限の延
長承認を申
請。税務署が
受理。

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

同日までに買換
資産を取得でき
なかったため、
取得期限の再
延長を申請。

税務署は再延
長を認めず。
平成21年4
月期決算の修
正申告を出す
よう指示。

平成19年4月30日
特定資産売却 当初の取得期限

平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
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【要件①】給与等支給額の総額：基準事業年度から、年度によって
             ２％～５％の増加
【要件②】給与等支給額の総額：前の事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額：前の事業年度を上回る
　　　　　 ※平成 26年 4月1日以降適用予定の緩和後の要件で説明
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借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）
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賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供

税務署

国税不服審判所

❶

❷
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調査対象者
A

同族関係者A

子
B

納税者の親族 納税者

店舗

敷地

関係会社

粉飾決算を見抜くことができ
なかった点に過失があったな
どと主張し、未回収の売掛金約2億2,600万円の損害賠償を請求。

❸

遺言の無効確認訴訟を他の相続人（長女）
から提起されているため、相続人全員の同
意を得ることは不可能。同意がなくてもe
市土地に特例の適用を認めるべき。

❹

国 税 庁

国 税 庁

A国の税務当局

A国の税務当局

B国の税務当局

B国の
税務当局

C国の税務当局

日本人
（日本居住者）

日本人・乙

日本人・甲
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A国人
（A国居住者）

B国人
（B国居住者）

日本

国内

国内

海外

海外

プロバイダの
サーバ

日本

A国

A国

B国

B国

C国

A

B

口座保有者の名前、納
税者番号、口座残高、
利子・配当等の年間受
取総額等を報告

❶「非居住者」（個人・法人等）の
口座を居住地国ごとに選別

C国の金融機関

B国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

❻①の支払手数料
を給与認定した
⑤の課税処分の
取消しを求め審
査請求。

❼ 課税処分を
全部取消し

❺③の給与認定を踏まえ所
得税・加算税の課税処分。

❷
譲り受けた価額は時価（4億9,380
万円）と比べ著しく低額。滞納国税に
つき第二次納税義務の納付告知。

・被相続人は「e市土地」
と「f市土地」を所有
（一部共有）

○仮にパソコン等を差し押さえても、ウェブメールの証
拠収集は不可能
○新たに許可状を取得して、プロバイダのサーバを差押
えすることも考えられるが、その間に証拠が隠滅（ウェ
ブメールが削除）されれば、犯意の立証が困難となる

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
で未分割

 遺言
e市土地の相続分の全部
を請求人に相続させる。
（編集部注）本件遺言にf市土
地に関する言及はない。

裁判所

金融機関

国内金融機関

国税不服
審判所

（原告）

金融機関

海外不動産

原告法人滞納法人

①中小事業者等は、経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入
手します。

②経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書とその写し（コピー）とともに、工業会等による証明書（原本）
を添付して、主務大臣に計画申請します。
③主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付します。
④納税時には、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添
付書類の写しをそれぞれ自治体に提出します。

裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）

　株式買取請求に係る株式の買取りは株式交換の効力発生日にその効力が生じ、株式買取請
求を行った株主が完全親会社の株主となることはない。株式交換の効力発生日後に株式買取
請求が撤回された場合には、完全子会社には原状回復義務として完全子会社の株式を返還す
る義務が生ずるが、完全親会社が完全子会社の株式を取得していることから、その義務は履行
不能となり、結局、その義務を負っていた完全子会社は、株式買取請求に係る株式の代金相当
額の金銭を返還する義務を負うことになる。裁判所

→被告子会社に対し買取請求に係る株式の価格相当額の支払いを命じる
　　（原告株主が求めた株式の引渡しに関する主張は斥ける）

国税局

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❶
分譲マンション25戸を
2億8,120万円で一括
譲渡。

❺

裁判官からの許可状に基づき
パソコン内を確認し、ウェブメールを発見

パソコン内にメールが保管されていないため、
そのダウンロード等を要請（任意）

脱税の主導を否定
Xからのメールによる指
示に従っていた旨を主張
なお、メールは削除済

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

（設備メーカーを通じて入手）

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

調査対象者
A

同族関係者A

子
B

国内

国内

海外

海外

海外法人 海外不動産

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

※　国外財産調書制度導入前の現物出資に関する追徴課税であるため、過少加算税の加重措置の適用はない。

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

税務署

中国税務当局

被告子会社

親会社

台湾法人

香港法人
（台湾法人が間接支配）

❷
株式交換に反対し、所有する被告子会
社株式の買取りを被告子会社に対し
請求。

❹
株式買取請求を撤回。主位的請求とし
て親会社株式の引渡し、予備的請求と
して被告子会社の株主の地位確認また
は株価相当額の金銭の支払いを請求。

被告子会社を完全子
会社とする株式交換
を行うことを公表。

❸
株式交換の効力発生
により、被告子会社
の株式1株に対して
親会社の株式0.34
株を割当交付。 原告株主

❸

❺

❹

貸主

主務大臣

中小事業者等工業会 自治体

店舗

敷地

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）

賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

税務署

国税不服審判所

❶

❷

①証明書入手

②計画申請 ③計画認定

④固定資産税特例申請・納税

計画
申請書

計画
申請書
（写し）

工業会
証明書

計画
認定書
（写し）

納税
書類

計画
申請書
（写し）

工業会
証明書
（写し）

工業会
証明書

計画
認定書
印

計画
申請書
（写し）

調査対象者
A

子
B

国内

海外

税務署

税務署

税務署

相続人

国内金融機関 海外金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❷ 国外送金等調書

❸ 相続税調査

❸自動的情報交換 ❹情報提供

預金口座
（相続人名義）

預金口座
（被相続人名義）

○犯則嫌疑者Xは脱税の指示をウェブメールにより従業員Yに指示。
○しかし犯則嫌疑者X・従業員Yともに脱税への関与を否定。
○ウェブメールは犯則嫌疑者Xの所持するパソコンではなく、プロバイダのサーバに保管されている。
○犯則嫌疑者Xの犯意を立証するには、ウェブメールの証拠化が必要。

・税務署に把握されないように、親族に依頼して現金小切手で贈与を受けるとと
もに、これを遠隔地の金融機関で現金化していたことを把握。
・約3,000万円の課税価格申告漏れを指摘し、約1,700万円を追徴課税（重加
算税あり）

（国税庁資料を基に編集部作成（以下同じ））

【図2】相続税調査のなかで納税者に対する生前贈与が発覚した事例

税務署
相続人

金融機関 海外金融機関❶（相続後）海外送金

❷ 国外送金等調書 ❸ 相続税調査

預金口座
（相続人名義）

預金口座
（被相続人名義）

・調査により相続開始時における被相続人の海外預金を把握。
・相続開始後、相続人がこの預金を解約し、自らの口座に送金していたことも把握。
・約1,900万円の課税価格申告漏れを指摘し、約300万円を追徴課税（重加算
税の適用あり）

（国税庁資料を基に編集部作成 ( 以下同じ )）

❶ 多額の預金小切手を贈与

❸ 贈与税調査を実施

❷ 遠方の金融機関で現金化し、
納税者名義の口座に入金

犯則嫌疑者X

査察官

裁判官

従業員Y

❸

❹

❺

❻

❶

❷

❼
❽

捜索等の対象となる物
件やその所在地を特定
して許可状を請求

パソコン内に
メールの保管なし

メールはプロバイダの
サーバ上に保管

脱税への関与を否定
経理は従業員任せ
である旨主張

ダウンロード等を拒否

捜索等が許
される物件
や場所が特
定された許
可状を取得

パソコンの差押えは可能だ
が、サーバ上のメールデー
タは差押許可状の対象外
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